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甲府市農業委員会１２月定例総会議事録 

 

１．日  時  令和２年１２月２５日（金曜日）午後２時００分から午後３時０２分 

 

２．会  場  甲府市南公民館 

 

３．出席委員（19名） 

     会長・西名武洋  会長職務代理者・柿嶋 敦、米山 夫佐子 

   【農業委員】 

1番 渡邉 初男    2番 小松 芳彦  3番 菊島  建   4番 池田 哲郎 

5番 落合 洋子     6番 關野  登  7番 田中 由美  8番 後藤 良仁 

9番 土屋 三千雄  10番 越石 和昭 11番 小澤  博 12番 山村 忠弘 

  13番 雨宮 洋文    14番 末木 瑞夫 15番 矢﨑 正勝  16番 塚田 泰英 

【農地利用最適化推進委員】 

1番 佐々木 茂隆  2番 萩原  斉  3番 植田  泰  4番 山本 光信 

5番 平澤 友良   6番 山本 俊一  7番 杉原 正芳  8番 松木 正治 

  9番 小池  厚   10番 二宮 茂徳  11番 大森 由彦  12番 佐野  満 

13番 齊藤 藤雄    14番 金丸 輝男 15番 若尾 忠昭 16番 亀井  智 

17番 池谷 幸男    18番 長田 茂樹 

 

４．欠席委員（0名） 

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

   事 務 局 長 石川  満 

農地係 係 長  斉藤 欣也 

係 長 青木  進 

   振興係 係 長 牧野 公治 

       主 任 前島 文子 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第５条による競・公売適格証明願について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 非農地証明交付申請の承認について 

議案第４号 令和３年１月告示分農用地利用集積計画について 
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報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号 農用地利用集積計画の解約について 

 

午後 2時 00分 開会 

 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、令和３年１２月定例総会を始めます。 

本日の総会は、農業委員定数 19名中 19名全員のご出席をいただいておりますので、

農業委員会等に関する法律第 27条第 3項の規定により、この会議が成立していること

をご報告いたします。 

つづきまして、西名会長よりごあいさつをいただきます。会長お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

《 西名会長 挨拶 略 》 

 

○事務局（斉藤係長） 

   ありがとうございました。それでは、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長

が議長を務め会議を進めて参ります。会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

   ただ今から、甲府市農業委員会 12月定例総会を、農業委員会等に関する法律、並び

に甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参ります。 

   まず始めに、12 月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により 9 番の土屋

三千雄委員と、10番の越石和昭委員のお二人にお願いしたいと思います。 

今月も、新型コロナウイルス蔓延予防のため、時間短縮に努めて参ります。先ほど

事務局とも打ち合わせをした際に、すべての案件について事前の質問はないとの報告

を受けておりますので、本来であれば議案内容について地元委員からのご意見、補足

説明を求めるところですが、極力省略させていただき、議事の進行を行いたいと思い

ます。なお発言を制限する者ではありませんので、当該地区以外で疑問等がある場合

は、個人情報等に注意しながらご発言をお願いします。 

 

○議長（西名会長） 

それでは議案審議を始めます。議案第 1 号農地法第 5 条による競・公売適格証明願

いについて審議いたします。事務局より説明してください。 
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○事務局（青木係長） 

今月の第 5 条の競売適格証明願は 1 件ございます。今回の願出人は競売地を車両置

場及び整備工場として転用したいという方の 5条の資格審査を求めるものです。また、

競売落札者となった場合は、総会で許可を再度得ることを必要とせず、事務局長の専

決決裁となります。 

議案書 1ページの 1番、地図は 1ページの適格証明 5条№1をご覧ください。競売地

の所在、地目、面積、願出人については、議案書記載のとおりです。愛宕大権現から

○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は宅地及び農地、南面は宅地、西面は道路及

び農地、北面は農地となっています。農地区分は、第 1 種の農地不許可の例外で、申

請に係る土地周辺地域に居住する者の日常生活上必要な施設と判断しました。願出人

は○○○○○○○○○○○○○○しているが、競売地が立地条件に適していることか

ら取得し、○○○○○○○○○○として利用したいとのことです。なお、競売地は従

前より事業所の敷地として利用されてきた経過があります。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局からの説明が終わりました。冒頭に申し上げた通り、事前に質問や意見もあ

りませんでしたが、ご質問等がある場合はお願いします。 

≪ 挙手あり ≫ 

○議長（西名会長） 

土屋委員どうぞ。 

○中道北地区委員（土屋委員） 

ただ今の申請者は、私と同じ○○○の住人です。私の畑の隣で、○○○○○○○○

○○○○○をやっております。過去には私の畑を売ってくださいということもありま

したが、○○○名義の土地であったため、○にも相談しましたが、折り合いが合わず

断念した経過があります。なお、この○○○○○○○○○に対し非常に貢献している

素晴らしい方で、私は適格者と思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。 

≪ 質問、意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

それでは、地元委員からも補足をいただきましたので、採決をさせていただきます。

議案第１号農地法第 5 条による競・公売適格証明願いに賛成の方は、挙手をしてくだ

さい。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の賛成の挙手をいただきましたので、議案第 1 号は決定し、証明書の交付をし

てまいります。 

   つづいて、議案第 2 号は農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請について審議い
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たします。事務局より説明して下さい。 

 

○事務局（青木係長） 

今月の 5 条許可申請は、所有権移転が 8 件、賃貸借が 4 件、使用貸借が 1 件、計 13

件となります。議案書 2ページの 1番、地図は 2ページの 5条№1をご覧ください。申

請地の所在、地目、面積、譲受人、譲渡人については議案書記載のとおりです。草鹿

沢大橋から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は農地、南面は道路及び農地、西

面、北面は宅地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は

○○○○○○○○しており、○○○○○○○○○○○○○○○が不足し、土地選定し

ていたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、申請地を取得し

○○○○○○○○○○○○○○○○として転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 2番、地図は 3ページの 5条№2をご覧ください。和戸町交差点

から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面、南面、北面は宅地、西面は農地となっ

ています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は近隣で○○○○○○し

ているが、付属する○○○○○○○○○○○○が不足しており、土地選定していたと

ころ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、申請地を取得し○○○○

○○○○○○○○○として、転用したいとのことです。 

続きまして議案書 3ページの 3番、地図は 4ページの 5条№3をご覧ください。申請

地の所在、地目、面積、譲受人、譲渡人については議案書記載のとおりです。農地区

分は、第 2種農地と判断しました。桜井交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、

東面、南面、西面は宅地、北面は農地となっています。譲受人は○○において建築業

○○○○○○しているが、市内での受注増加に伴い○○○○が不足し、土地選定して

いたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、申請地を取得し○

○○○に転用したいとのことです。 

続きまして議案書 4 番から 4 ページの 8 番は関連案件となります。地図は 5 ページ

の 5 条№4～8 をご覧ください。申請地の所在、地目、面積、譲受人、譲渡人について

は議案書記載のとおりです。平等川の三之橋から○○ｍほど○○に位置する農地で、

東面は道路及び雑種地、南面は道路、西面は雑種地及び宅地、北面は雑種地となって

います。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○○○○○○○○○して

いるが、申請地は立地条件及び利便性に適していることから、隣接する○○○○○と

併せて申請地を取得し○○○○○○○○○に転用したいとのことです。転用後は○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○とする予定です。 

続きまして議案書 5ページの 9番、地図は 6ページの 5条№9をご覧ください。申請

地の所在、地目、面積、譲受人、譲渡人については議案書記載のとおりです。玉諸警

察官駐在所から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は宅地、南面は雑種地、西面

は道路、北面は農地となっています。農地区分は、第 3 種農地と判断しました。譲受

人は○○○○において○○○○○○しているが、甲府市内での受注増加に伴い○○○

○が不足し、土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適しているこ
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とから、申請地を取得し○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして議案書 10番、地図は 7ページの 5条№10をご覧ください。申請地の所在、

地目、面積、譲受人、譲渡人については議案書記載のとおりです。日の出団地北交差

点から○○ｍほど○○に位置する農地で、北面は農地、西面は、南面、北面は宅地と

なっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○○○○○○○し

ているが、申請地は立地条件に適しており需要が見込まれるため、申請地を取得し令

和○年○○月に許可済みである○○○○○○○として転用したいとのことです。 

続きまして議案書 11番、地図は 8ページの 5条№11をご覧ください。申請地の所在、

地目、面積、借人、貸人については議案書記載のとおりです。小瀬スポーツ公園西交

差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は道路、南面、西面は農地、北面は

雑種地となっています。農地区分は、第 1 種の農地不許可の例外で、申請に係る土地

周辺地域に居住する者の日常生活上必要な施設と判断しました。借人は、現在の○○

○○○となったため、申請地を使用貸借し、○○○○○○○したいとのことです。転

用後は○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして議案書 6ページの 12番、地図は 9ページの 5条№12をご覧ください。申

請地の所在、地目、面積、譲受人、譲渡人については議案書記載のとおりです。千才

橋から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面、西面は農地、南面、北面は宅地とな

っています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○○○○○○○○○

○しているが、申請地は立地条件に適しており需要が見込まれるため、申請地を取得

し○○○○○○○○に転用したいとのことです。転用後は○○○○○○○○○○○す

る予定です。 

続きまして議案書 13 番、地図は 10 ページの 5 条№13 をご覧ください。申請地の所

在、地目、面積、賃借人、賃貸人については議案書記載のとおりです。農地区分は、

第 2 種農地と判断しました。瑞龍院から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面、南

面は宅地、西面は農地、北面は道路となっています。賃借人は○○○○○○において

○○○○○○○○し、同町内に○○○○○○○○○○○しているが、付属する○○○

○○○○○○○○○が不足しており、土地選定していたところ、申請地が立地条件及

び利便性に適していることから、申請地を賃借し○○○○○○○○○○○○○として、

転用したいとのことです。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局からひととおり説明が終わりました。議案第 2 号についても事前にご意見、

ご質問の報告は受けておりませんが、何かありましたらお願いします。 

≪ 挙手あり ≫ 

○議長（西名会長） 

小澤委員どうぞ。 

○中道北地区委員（小澤委員） 

議案番号 11 の、不許可の例外とはどういうものなのか、補足説明をお願いします。 
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○議長（西名会長） 

事務局で、もう少しわかりやすく説明を加えてください。 

○事務局（青木係長） 

   第 1 種農地というのは、いちばん転用の制限がかかっている農地でございます。不

許可の例外というのは、許可できるものがいくつか決まっているということです。11

番に関しては申請にかかる土地に居住する者が日常生活上必要な施設であれば、許可

することができるという決まりになっております。これは集落の方が事業を営んでい

る場合、事業に必要な者、あるいは、集落に居住する方のお子様の分家住宅などは、

第 1 種農地であっても例外的に許可することができます。今回はこれに該当しますの

で、許可相当ということで、事務局として受理をしたところでございます。 

○議長（西名会長） 

   よろしいでしょうか。これは、○○○○○○○○○○○○○○に土地を貸すという

ことで、○○○○が住んでいた○○○○○になったために、○○○○を作るという内

容だと思います。 

○中道北地区委員（小澤委員） 

○○ということは理解ができます。事務局が例外と判断したということですが、判

断権は事務局にあったということでよろしいですか。 

○事務局（青木係長） 

権限と言いますか、○○○○というのはどういうものかと言いますと、今回の場合

は所有者の○○に当たりますが、所有者の農業経営に対し、年間 50日以上農業を手伝

っていることなど、いくつかの条件があり、それを満たしているものであれば、分家

住宅として判断ができます。この農地に全然関係ない方が、ここに家を建てたいとい

うことであれば、もちろん許可できませんので、受理することはありません。 

○議長（西名会長） 

よろしいでしょうか。 

○中道北地区委員（小澤委員） 

このような判断というのは、私たち委員とすれば非常に微妙なところで、一概に対

応が難しく、事務局に聞いてくださいということになりますが、できれば申請者の意

向に沿いたいという気持ちはありますが、難しい内容でしたのでお聞きしました。あ

りがとうございました。 

○議長（西名会長） 

事務局では、法律に基づいて不許可の例外という判断をさせていただきました。そ

の後それぞれの案件について現地確認を含めて農地調査を行い、委員の意見を伺った

上で、これであれば総会に付託してもいいという結論に達した場合、総会に案件とし

て付議するということです。周囲に影響がある場合条件を付けます。例えば、隣地で

農業をしている人がトラクターで耕うんするときに埃が舞って困るのでフェンスを付

けて欲しいという要望がある場合、開発者が条件を呑んだ場合、総会に付議するとう

条件を付けて、事務局で再度利用者と連絡を取って確認を取っています。二重三重の
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チェックも行っています。また、第 1 種農地といっても、地図にあるような場所もあ

りますが、集団農地もあります。集団農地は、いくら分家でも許可はできません。あ

くまでもいろんな条件に照らし合わせて、周りの農地や農業に影響がない場所であれ

ば大丈夫という基準があるということをお示ししています。なお、それぞれの地区で

委員が判断に迷う場合は、同じ地区の委員に相談したり、事務局に相談したり、委員

一人で抱え込まないようにしていただきたいと思いますし、そのような体制を事務局

でも用意してありますので、よろしくお願いいたします。 

≪ 挙手あり ≫ 

○議長（西名会長） 

青木係長どうぞ。 

○事務局（青木係長） 

ちなみに、5条適格証明の№1に挙がっているところも、すでに○○○○○○○○○

○○○○○として使っていたところですが、地目が農地で第 1 種農地に該当します。

ですので、先ほどご説明したとおり地域に居住する者の利便性を図るものでなければ、

競売に参加することができません。今回は隣町の○○○に住む方が手を挙げていただ

き、この方であれば地域に居住する者の施設として認められるだろうということで、

受理をして議案として挙げました。これが第 1 種農地の不許可の例外の一つというこ

とです。以上です。 

○議長（西名会長） 

小澤委員よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 

≪ 挙手あり ≫ 

○議長（西名会長） 

落合委員どうぞ。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

5 条の№10 が個人住宅に転用ということですが、面積が○○㎡しかなくイメージが

わかないのですが。 

○議長（西名会長） 

事務局で説明してください。 

○事務局（青木係長） 

ここは分譲地の一画にあった土地で、今回の土地を除いた部分はすでに建売分譲と

いうことで転用許可が出ていました。この一筆だけ相続手続きが遅れていて、今回相

続手続きが完了したので、追加となりました。 

○議長（西名会長） 

落合委員よろしいでしょうか。 

それでは、採決をさせていただきます。 

議案第 2号農地法第 5条の規定による許可申請に賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員挙手 ≫ 
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○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の賛成の挙手をいただきましたので、議案第 2号は決定してまいります。 

なお、1番、9番、10番、11番の案件は、1,000㎡未満の案件ですので、許可証の交

付をしてまいります。それ以外の案件は 1,000 ㎡以上の案件となりますので、許可相

当ということで、県農業会議に諮問してまいります。 

   つづいて、議案第 3 号は非農地証明交付申請の承認について審議いたします。事務

局より説明して下さい。 

 

○事務局（青木係長） 

議案の説明に先立ちまして、非農地証明についてご説明いたします。非農地証明と

は農地法第 2 条第 1 項に規定されている、農地又は採草放牧地にあたらないと確認さ

れ、かつ登記簿上の地目が田・畑などの農地である場合に限り発行する証明です。こ

の証明書は農地を農地以外にする農地転用許可書と同様の効力を持ち、この証明を出

すことができる条件として、①農地法施行以前に人為的に宅地に転用している場合、

②自然災害により非農地となり復元が困難な場合のみに原則として限られ、厳格に運

用することとされており公的機関の書類による証明が必要なものとなります。 

議案の説明に戻ります。議案書 7 ページをご覧ください。申請地の所在、地目、面

積、人については議案書記載のとおりです。金桜神社から○○ｍほど○○に位置する

農地で、東面、南面は農地、西面、北面は宅地となっています。申請人の先代から、

申請地を農地法施行以前の大正○年より宅地として利用していたことが公的な書類で

ある資産税課の名寄帳に記載されていたため、申請地の非農地証明を申請したとのこ

とです。多分、非農地証明は、甲府市農業委員会でも過去に 1 例か 2 例しか議案に挙

げたことがありません。近年では初めてのケースです。以上です。 

○議長（西名会長） 

ただ今の非農地証明の申請については、事務局から事細かに説明がありました。大

変珍しいケースですが古い歴史のある農地ですが、すでに宅地として永い間使ってお

り、資産税課の名寄せにも宅地として載っており、固定資産税も納めていたというこ

とです。こちらについてご意見等はいかがでしょうか。 

≪ 質問、意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 

議案第 3号非農地証明交付申請の承認に賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の賛成の挙手をいただきましたので議案第 3 号は決定し、証明書を交付してま

いります。 
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つぎに、報告第 1号から第 3号について、事務局より説明して下さい。 

 

○事務局（青木係長） 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 8 ページをご覧ください。先

月の総会案件のうち、農地法 5 条の申請について山梨県農業会議へ諮問をした結果、

許可相当との答申を受けました。9 ページからは令和 2 年 11 月 17 日から令和 2 年 12

月 17日までに受理しました相続等の届出や市街化区域における各種の届出を掲載して

おります。なお、それぞれの転用目的や農地の所在、届出人等につきましては、議案

書に記載のとおりであり、受理通知につきましては、事務局長の専決により交付済み

となっております。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から、報告第 1 号から第 3 号につきまして報告がありましたが、報告事項で

すので、ご了承をお願いいたします。 

つぎに、議案第 4号、令和 3年 1月告示分農用地利用集積計画についてです。また、

関連がありますので、報告第 4 号農用地利用集積計画の解約についても併せて事務局

より説明してください。 

 

○事務局（牧野係長） 

   説明に先立ちまして、議案書の修正がございます。議案書 27 ページ 33 番の利用権

を設定する農用地の内容ですが、「新規」と記載してあるところを「再設定」と修正を

お願いします。また、議案書 13 ページ 14 ページ「令和 3 年 1 月告示農用地利用集積

計画地区別集計表の『新規設定』及び『再設定』」の修正になります。農業委員の皆様

にはすでに送付しておりますので、議案の差し替え分をお手元に配付させていただい

ておりますので差し替えをお願いします。農地利用最適化推進委員の皆様には差し替

え後のものを配付しております。お詫びして訂正とさせていただきます。 

それでは説明に入ります。農地銀行を利用する案件は、新規設定 22 件、再設定 62

件、計 84 件の申し出がありました。議案書 13 ページの表は、新規設定です。甲運・

山城・中道北・中道南地区からの申し出があり、合計面積は 32,923.36 ㎡です。中段

の表は、令和 2年度の目標面積 109,300㎡に対し、設定面積は 89,548㎡、達成率は 82％

です。続いて 14ページの表は、再設定です。相川・甲運・玉諸・二川・山城・中道北・

中道南区からの申し出があり、合計面積は 109,485 ㎡です。中段の表、令和 2 年度の

目標面積 343,700 ㎡に対し、設定面積は 226,023 ㎡、達成率は 66％です。15 ページ 1

番から 23 ページ 22 番は新規設定です。23 ページ 23 番から 33 ページ 51 番は再設

定です。34 ページ 52 番から 46 ページ 84 番は再設定の更新です。補足説明が必要

となる、新規就農者、法人の案件を読み上げさせていただきます。その他につきま

しては、議案書記載のとおりです。  

はじめに、法人の案件を説明します。議案書 15 ページ 1 番、24 ページ 25 番及び

24ページ 26番は、同じ法人の案件になりますので、まとめて説明します。貸し手、借
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り手、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間は、記載のとおりです。借り手は、令

和○年○○月○○日に会社設立しました。○○○○のため、利用権を設定することと

し、今回の申請になりました。主に○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○へ出荷する予定です。今後、地域の農地を集約しつつ○○○○○○○

する計画です。 

続きまして、議案書 26ページ 31番をご覧ください。貸し手、借り手、所在、地目、

面積、利用目的、貸借期間は、議案書記載のとおりです。借り手は昭和○○年○○月

に発足し、○○○○○○に力を入れています。今回、○○○○○○により、山梨県産

○○○○○○○○○○○の生産確保と安定共有を目指すため申請しました。借手の経

営地は、利用権貸借の下限面積を超えており、耕作に供すべき農用地のすべてを効率

的に利用しております。 

続きまして、議案書 40ページ 68番をご覧ください。貸し手、借り手、所在、地目、

面積、利用目的、貸借期間は、議案書記載のとおりです。借り手は、平成○○年○月

○日に農業生産法人として発足しました。経営農地は、○○○○○○○○○○○○○

○○○○で 19,726㎡を経営しています。主に○○○○○○○○○○○を中心に精力的

に事業を展開しております。 

今回は、今まで事業を展開していた農地借用の更新です。今後も精力的に事業を展

開するために、集積計画が提出された次第です。次に、新規就農者の案件を説明しま

す。議案書 21ページ 15番及び 17番は、同じ新規就農者の案件です。また、22ページ

18番、19番、20番及び 33ページ 49番は、同じ新規就農者の案件です。同じ新規就農

者の案件をまとめて説明いたします。 

はじめに、議案書 21 ページ 15 番及び 17 番の説明をさせていただきます。貸し手、

借り手、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間は、議案書記載のとおりです。借り

手は、年齢○○歳で、○○○の在住ですが○○○○のために農地を探していたところ、

○○○○○○○○○○○のある当地を見つけることができて今回の申請になりました。

平成○○年から今まで実家で果樹の研修を受けています。今後は、○○○○○○し、

企業へ出荷する予定です。 

続きまして、議案書 22ページ 18番、19番、20番及び 33ページ 49番の説明をさせ

ていただきます。貸し手、借り手、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間は、議案

書記載のとおりです。借り手は、年齢○○歳で、平成○○年○月から令和○年○月ま

で○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に従事していま

した。自宅から近く通作に便利な農地を借り受けることになりました。今後は、○○

○○○○○○○○○○○○○し、農協へ出荷する予定です。以上、すべての案件につ

きまして、借手の経営地は、利用権貸借の下限面積を超えており、耕作に供すべき農

用地のすべてを効率的に利用しております。また、耕作に必要な農作業に常時従事し

ているなど、甲府市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適合してい

ることから、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項による要件を満たしております。 
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 引き続き、農用地利用集積計画の解約の報告です。議案書 47ページをご覧ください。

今月は 4 件の解約となります。解約の内容、理由は、議案書記載のとおりです。解約

の届けが提出されましたので報告いたします。以上案件について説明を終わります。 

○議長（西名会長） 

事務局からひととおり説明が終わりました。地元委員から説明が必要な場合は、所

有権移転や新規就農者及び法人などが関係する案件若しくは特殊な案件について、原

則、説明をいただくこととしております。それでは、利用権設定の１番、25番、26番

の案件について、甲運地区の小松委員から補足説明をお願いします。 

○甲運地区委員（小松委員） 

   甲運の小松です。よろしくお願いします。1 番、25 番、26 番の案件は、農業法人○

○○○○○○○○で借りる案件です。法人の方が農業指導士に認定されており、研修

者を受け入れたり効率的な農業経営をしており、地域でも指導に当たっています。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

つぎに、利用権設定 15番および、17番から 20番、49番の案件について、中道南地

区柿嶋職務代理から補足説明をお願いします。 

○中道南地区委員（柿嶋職務代理） 

   21 ページの 15 番、17 番をご覧ください。新規就農者の○○○○○ですが、○○○

○○○にお住まいであり先代から農家でしたが、○○○○がここ数年で他界され、○

○○○○○○○と一緒に実家に入りました。したがって、中央市では相続農地があり

ます。貸し主の○○○○の農地は○○○○ですが、やはり近年亡くなり、後継として

使っていただける方を探すことを、私と中道南地区の佐々木委員と一緒にいろんな方

に話をしていたところです。この樹園地がＪＡ笛吹南共選所の○にあり耕作放棄地と

なっていまして、農道からよく見えるところにあります。地域の方から、こんないい

場所が耕作放棄地になっているのはもったいないと意見がありました。そんな中で○

○○○は車で 10分位で来れる立地条件であることと、○○○と一緒に○○○○○○○

○○をやりたいということで申し出がありました。佐々木委員が早速、中央市の農業

委員会と調整した上で、甲府市の新規就農という形で本日、出されました。まだ若い

方ですが、○○○○○○○を中心に農業活動を続けていくそうです。続いて 18番から

20番、49番の案件ですが、新規就農の○○○○という○○歳独身男性です。この方と

私は同じ地域に住んでいます。この家も先々代まで農家をやっており、○○○が後を

取り○○○が農業法人の○○○○で研修をして、○○○○ともども右左口地域を中心

に農業活動をやりたいということで、9月頃から私のところに相談にきていました。そ

んな中で、近いところの農地をご紹介して、農地台帳の登録をして、農協の組合員に

もなり、農業委員会や農政課、就農支援課などの支援も得てやっとスタートラインに

つきました。来年からは本格的に農業活動を○○でやっていけるよう、私ども農業委

員としても支援していきたいと思います。よろしくお願いします。 
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○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。 

   つぎに、利用権設定の 31番の案件について、玉諸地区の雨宮委員から補足説明をお

願いします。 

○玉諸地区委員（雨宮委員） 

   雨宮です。この案件は、○○○○が自家用に醸造用の○○○を作りたいということ

で、他の地区でも沢山○○○を作っており、甲府でも作りたいということです。合計

面積が○○○㎡を借りているということで、条件も満たしていますので、大丈夫だと

思います。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。 

   つぎに、利用権設定の 68番の案件について、玉諸地区の田中委員から補足説明をお

願いします。 

○玉諸地区委員（田中委員） 

   68 番の法人は、○○年位前に立ち上がった法人で、環境にも配慮して玉諸地区で農

業活動を行っております。これまでも総会に何度も出てきている法人で、特に問題な

いと思います。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

地元委員より細かく説明いただきました。こちらの案件も事前にご質問の報告は受

けておりませんが、特別ありましたらお願いいたします。 

 ≪ 質問・意見なし≫ 

○議長（西名会長） 

それでは、採決をいたします。 

議案第 4号の案件について、賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございます。 

全員の賛成の挙手をいただきましたので、議案第 4 号の案件について、決定して参

ります。また、報告第 4 号については、報告事項ですので、ご了承いただきたいと思

います。 

○議長（西名会長） 

   以上で、本日予定している案件は全て終了しましたが、せっかくの機会ですので、

皆様からご意見等、何かありましたらお願いします。 

≪ 挙手あり ≫ 

○議長（西名会長） 

小澤委員どうぞ。 
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○中道北地区委員（小澤委員） 

先程の案件で、30ページ 41番、賃借料が 207,500円とあり、ちょっと基準耕作料よ

り高いと思いますが、説明があったらお願いします。 

○議長（西名会長） 

   事務局で説明をお願いします。 

○事務局（牧野係長） 

   再度、書類を確認させていただき、ご回答させていただきます。 

○議長（西名会長） 

   それでは、事務局で再度確認し、小澤委員へ連絡しますのでよろしくお願いしたい

と思います。 

○中道北地区委員（小澤委員） 

よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

   他にはいかがでしょうか。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

特別ないようでございます。新型コロナウイルス感染症蔓延予防のため、総会の開

催を皆様の円滑なるご協力で、短時間で終わることができました。ご協力ありがとう

ございました。 

 

午後 3時 02分 閉会 


